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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＨＤＭＩソース装置とＨＤＭＩシンク装置との間に接続され、ＴＭＤＳ信号、ＤＤＣ信
号、ホットプラグ検出信号を転送するＨＤＭＩリピータ装置であって、
　ＨＤＭＩソース装置からのＴＭＤＳ信号を受信し、イコライザにより高域ゲインを上げ
た後、ＨＤＭＩシンク装置に送信するイコライザ部と、
　ＨＤＣＰ第１認証実行の有無を判断する第１認証判断手段と、
　前記第１認証判断手段がＨＤＣＰ第１認証実行ありと判断すると、前記イコライザ部の
前記イコライザの高域ゲインを増加または減少させる高域ゲイン調整手段と、
　を備えたＨＤＭＩリピータ装置。
【請求項２】
　ＨＤＭＩソース装置とＨＤＭＩシンク装置との間に接続され、ＨＤＭＩソース装置から
のＴＭＤＳ信号を受信し、イコライザにより高域ゲインを上げた後、ＨＤＭＩシンク装置
に送信するイコライザ部を有するとともに、ＴＭＤＳ信号を転送するＨＤＭＩリピータ装
置をコンピュータによって実現するためのＨＤＭＩリピータプログラムであって、
　コンピュータを、
　ＨＤＣＰ第１認証実行の有無を判断する第１認証判断手段と、
　前記第１認証判断手段がＨＤＣＰ第１認証実行ありと判断すると、前記イコライザ部の
前記イコライザの高域ゲインを増加または減少させる高域ゲイン調整手段と、
　として機能させるためのＨＤＭＩリピータプログラム。
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【請求項３】
　請求項１のＨＤＭＩリピータ装置において、
　前記第１認証判断手段は、ＤＤＣ信号を解析し、当該ＤＤＣ信号がＨＤＣＰ第１認証に
のみ用いられるものであるかどうかを判断することによって、ＨＤＣＰ第１認証実行の有
無を判断することを特徴とするＨＤＭＩリピータ装置。
【請求項４】
　請求項２のＨＤＭＩリピータプログラムにおいて、
　前記第１認証判断手段は、ＤＤＣ信号を解析し、当該ＤＤＣ信号がＨＤＣＰ第１認証に
のみ用いられるものであるかどうかを判断することによって、ＨＤＣＰ第１認証実行の有
無を判断することを特徴とするＨＤＭＩリピータプログラム
【請求項５】
　請求項１のＨＤＭＩリピータ装置において、
　前記第１認証判断手段は、ＨＤＭＩシンク装置がホットプラグ検出信号を出力したかど
うかを判断することによって、ＨＤＣＰ第１認証実行の有無を判断することを特徴とする
ＨＤＭＩリピータ装置。
【請求項６】
　請求項２のＨＤＭＩリピータプログラムにおいて、
　前記第１認証判断手段は、ＨＤＭＩシンク装置がホットプラグ検出信号を出力したかど
うかを判断することによって、ＨＤＣＰ第１認証実行の有無を判断することを特徴とする
ＨＤＭＩリピータプログラム。
【請求項７】
　請求項１、３、５のいずれかのＨＤＭＩリピータ装置において、
　前記高域ゲイン調整手段によって高域ゲインが増加または減少されると、ＨＤＭＩソー
ス装置に対して、ホットプラグ検出信号を強制的に出力する強制ホットプラグ手段をさら
に備えたことを特徴とするＨＤＭＩリピータ装置。
【請求項８】
　請求項２、４、６のいずれかのＨＤＭＩリピータプログラムにおいて、
　前記コンピュータを、
　前記高域ゲイン調整手段によって高域ゲインが増加または減少されると、ＨＤＭＩソー
ス装置に対して、ホットプラグ検出信号を強制的に出力する強制ホットプラグ手段として
さらに機能させるためのＨＤＭＩリピータプログラム。
【請求項９】
　データを送信するソース装置と、ソース装置からのデータを受信するシンク装置との間
に接続され、データの中継を行うリピータ装置であって、
　前記ソース装置は、接続されたシンク装置の認証を行った後、データを送信するもので
あり、
　前記ソース装置または前記シンク装置は、データが正しく送受信されたかどうかの確認
を行い、正しく送信されていないと判断した場合には、前記認証を再度行うものであって
、
　ソース装置からのデータを受信し、当該データに所定の特性修正を施した後、シンク装
置に送信する特性修正部と、
　ソース装置からの制御信号を受信してシンク装置に転送するとともに、シンク装置から
の制御信号を受信してソース装置に転送する制御信号転送部と、
　制御信号転送部において転送される制御信号を取得し、前記認証が行われているか否か
を判断する認証判断手段と、
　前記認証判断手段によって前記認証が行われていると判断すると、前記特性修正部によ
る特性修正の内容を変更する変更手段と、
　を備えたリピータ装置。
【請求項１０】
　ＨＤＭＩソース装置とＨＤＭＩシンク装置との間においてやりとりされるＴＭＤＳ信号



(3) JP 5764861 B2 2015.8.19

10

20

30

40

50

を転送する方法であって、
　ＨＤＭＩソース装置からのＴＭＤＳ信号を受信し、高域ゲインを上げた後、ＨＤＭＩリ
ピータ装置に送信し、
　ＨＤＣＰ第１認証実行の有無を判断し、
　ＨＤＣＰ第１認証実行ありと判断すると、前記高域ゲインを増加または減少させること
、
　を特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、たとえばイコライザなどの特性修正機能を有するリピータ装置に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　ＡＶ機器の接続において、１本のケーブルで映像・音声・制御信号を合わせて送受信す
ることのできるＨＤＭＩケーブルが用いられている。映像・音声信号はＴＭＤＳ信号、制
御信号はＤＤＣ信号などと呼ばれる。たとえば、ＤＶＤプレイヤなどのＨＤＭＩソース装
置と、ディスプレイなどのＨＤＭＩシンク装置との間の接続に用いられる。
【０００３】
　図１に示すように、ＨＤＭＩシンク装置に対して、複数のＨＤＭＩソース装置を接続す
る場合のために、切換機能のついたリピータ装置が用いられることがある。図１において
は、ＨＤＭＩシンク装置であるモニタＳＫが、リピータ装置ＲＰを介して、ＨＤＭＩソー
ス装置であるＤＶＤプレイヤＳＯ1、ブルーレイディスクプレイヤＳＯ2・・・セットトッ
プボックスＳＯnに接続されている。各装置間の接続は、ＨＤＭＩケーブルＣＢによって
行われている。
【０００４】
　リピータ装置ＲＰは、ユーザ操作によって切り換えることのできる切換スイッチを内蔵
しており、ＤＶＤプレイヤＳＯ1、ブルーレイディスクプレイヤＳＯ2・・・セットトップ
ボックスＳＯnのいずれをモニタＳＫに接続するかを選択する。
【０００５】
　ここで、ＤＶＤプレイヤＳＯ1（あるいはＢＤプレイヤＳＯ2、セットトップボックスＳ
Ｏn）と、リピータ装置ＲＰとの間のＨＤＭＩケーブルＣＢが長いと、ＤＶＤプレイヤＳ
Ｏ1からのＴＭＤＳ信号（映像・音声信号）が減衰し（特に高域が減衰する）、モニタＳ
Ｋにおいて正しく再生できないという問題が生じる。たとえば、特許文献１においては、
伝送路であるＨＤＭＩケーブルによって伝送品質が劣化した場合、ＴＭＤＳ信号のゲイン
を上げることによって対応する点が開示されている。
【０００６】
　また、上記のような場合に備えて、リピータ装置ＲＰには、高域周波数帯のゲインを上
げるイコライザが設けられることがある。これにより、ＤＶＤプレイヤＳＯ1からのＴＭ
ＤＳ信号において、高域の減衰があっても、これをイコライザによって補い、モニタＳＫ
に与えることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９－１９４４８４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記のようなイコライザを有するリピータ装置においては、ＤＶＤプレ
イヤＳＯ1とリピータ装置ＲＰ間のＨＤＭＩケーブルＣＢが短い場合であっても、上記イ
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コライザが高域のゲインを持ち上げることになる。このため、映像や音声を送信するＴＭ
ＤＳ信号の立ち上がりや立ち下がり等が影響を受け、かえって信号品質を劣化させる結果
となる場合があった。
【０００９】
　これを解決するためには、リピータ装置ＲＰにおいて、ＤＶＤプレイヤＳＯ1から送ら
れてくるＴＭＤＳ信号を監視し、減衰が認められればイコライザを動作させ、減衰が認め
られなければイコライザを動作させないという方法も考えられる。しかし、これを行うた
めには、リピータ装置ＲＰにＴＭＤＳ信号の波形を監視するための回路が必要となる。こ
のような監視回路によってＴＭＤＳ信号を監視するため波形の観測を行おうとすると、当
該観測によってＴＭＤＳ信号が影響を受けて劣化する可能性がある。また、ＴＭＤＳ信号
は周波数の高いパルス信号であるため、その波形観測は容易ではない。このため、波形を
劣化させず観測を行う監視回路は複雑な構成とならざるを得なかった。
【００１０】
　そこで、この発明では、簡易な構成でありながら上記問題を解決することのできるリピ
ータ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
（１）この発明に係るＨＤＭＩリピータ装置は、ＨＤＭＩソース装置とＨＤＭＩシンク装
置との間に接続され、ＴＭＤＳ信号、ＤＤＣ信号、ホットプラグ検出信号を転送するＨＤ
ＭＩリピータ装置であって、ＨＤＭＩソース装置からのＴＭＤＳ信号を受信し、イコライ
ザにより高域ゲインを上げた後、ＨＤＭＩシンク装置に送信するイコライザ部と、ＨＤＣ
Ｐ第１認証実行の有無を判断する第１認証判断手段と、前記第１認証判断手段がＨＤＣＰ
第１認証実行ありと判断すると、前記イコライザ部の前記イコライザの高域ゲインを増加
または減少させる高域ゲイン調整手段とを備えている。
【００１２】
　したがって、イコライザの高域ゲインを自動的に適正な値に調整することができる。
【００１３】
（３）この発明に係るＨＤＭＩリピータ装置は、第１認証判断手段は、ＤＤＣ信号を解析
し、当該ＤＤＣ信号がＨＤＣＰ第１認証にのみ用いられるものであるかどうかを判断する
ことによって、ＨＤＣＰ第１認証実行の有無を判断することを特徴としている。
【００１４】
　したがって、ＨＤＣＰ第１認証を検出することができる。
【００１５】
（５）この発明に係るＨＤＭＩリピータ装置は、第１認証判断手段は、ＨＤＭＩシンク装
置がホットプラグ検出信号を出力したかどうかを判断することによって、ＨＤＣＰ第１認
証実行の有無を判断することを特徴としている。
【００１６】
　したがって、ＨＤＣＰ第１認証を検出することができる。
【００１７】
（７）この発明に係るＨＤＭＩリピータ装置は、高域ゲイン調整手段によって高域ゲイン
が増加または減少されると、ＨＤＭＩソース装置に対して、ホットプラグ検出信号を強制
的に出力する強制ホットプラグ手段をさらに備えたことを特徴としている。
【００１８】
　したがって、高域ゲイン変更後に確実にＨＤＣＰ第１認証から開始させることができる
。
【００１９】
（９）この発明に係るリピータ装置は、データを送信するソース装置と、ソース装置から
のデータを受信するシンク装置との間に接続され、データの中継を行うリピータ装置であ
って、前記ソース装置は、接続されたシンク装置の認証を行った後、データを送信するも
のであり、前記ソース装置または前記シンク装置は、データが正しく送受信されたかどう
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かの確認を行い、正しく送信されていないと判断した場合には、前記認証を再度行うもの
であって、ソース装置からのデータを受信し、当該データに所定の特性修正を施した後、
シンク装置に送信する特性修正部と、ソース装置からの制御信号を受信してシンク装置に
転送するとともに、シンク装置からの制御信号を受信してソース装置に転送する制御信号
転送部と、制御信号転送部において転送される制御信号を取得し、前記認証が行われてい
るか否かを判断する認証判断手段と、前記認証判断手段によって前記認証が行われている
と判断すると、前記特性修正部による特性修正の内容を変更する変更手段とを備えている
。
 
【００２０】
　したがって、特性修正部による特性修正を自動的に適正な値に調整することができる。
【００２１】
（１０）この発明に係る方法は、ＨＤＭＩソース装置とＨＤＭＩシンク装置との間におい
てやりとりされるＴＭＤＳ信号を転送する方法であって、ＨＤＭＩソース装置からのＴＭ
ＤＳ信号を受信し、高域ゲインを上げた後、ＨＤＭＩリピータ装置に送信し、ＨＤＣＰ第
１認証実行の有無を判断し、ＨＤＣＰ第１認証実行ありと判断すると、前記高域ゲインを
増加または減少させることを特徴としている。
【００２２】
　したがって、イコライザの高域ゲインを自動的に適正な値に調整することができる。
【００２３】
　「第１認証判断手段」は、実施形態においては、ステップＳ４やステップＳ３５がこれ
に対応する。
【００２４】
　「高域ゲイン調整手段」は、実施形態においては、ステップＳ７がこれに対応する。
【００２５】
　「強制ホットプラグ手段」は、実施形態においては、ステップＳ９がこれに対応する。
【００２６】
　「プログラム」とは、ＣＰＵにより直接実行可能なプログラムだけでなく、ソース形式
のプログラム、圧縮処理がされたプログラム、暗号化されたプログラム等を含む概念であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】従来のＨＤＭＩリピータ装置ＲＰの構成を示す図である。
【図２】一実施形態によるＨＤＭＩリピータ装置ＲＰの機能ブロック図である。
【図３】ＨＤＭＩリピータ装置ＲＰのハードウエア構成を示す図である。
【図４】ＨＤＭＩリピータプログラム３０のフローチャートである。
【図５】ＤＤＣ信号のフォーマットを示す図である。
【図６】他の実施形態によるＨＤＭＩリピータ装置ＲＰの機能ブロック図である。
【図７】ＨＤＭＩリピータ装置ＲＰのハードウエア構成を示す図である。
【図８】ＨＤＭＩリピータプログラム３０のフローチャートである。
【図９】ＨＤＭＩリピータプログラム３０のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
１．第１の実施形態
1.1概要
　図２に、この発明の一実施形態によるＨＤＭＩリピータ装置ＲＰの機能ブロック図を示
す。ＨＤＭＩリピータ装置ＲＰは、ＨＤＭＩソース装置ＳＯとＨＤＭＩシンク装置ＳＫと
の間に接続されている。ＨＤＭＩソース装置ＳＯとＨＤＭＩリピータ装置ＲＰとはＨＤＭ
ＩケーブルＳＣ1によって接続され、ＨＤＭＩリピータ装置ＲＰとＨＤＭＩシンク装置Ｓ
ＫとはＨＤＭＩケーブルＳＣ2によって接続されている。
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【００２９】
　ＨＤＭＩリピータ装置ＲＰは、イコライザ部２、第１認証判断手段４、高域ゲイン調整
手段６、強制ホットプラグ手段８、スイッチ１０を備えている。イコライザ部２は、イコ
ライザを備えており、ＨＤＭＩソース装置ＳＯから、映像信号や音声信号等であるＴＭＤ
Ｓ信号をライン１２によって受け、高域のゲインを上げて（他の周波数のゲインに対して
、高域のゲインを相対的に大きくして）、ライン１４を介してＨＤＭＩシンク装置ＳＫに
転送する。
【００３０】
　ＨＤＭＩソース装置ＳＯからの制御信号であるＤＤＣ信号は、ライン１８を介してＨＤ
ＭＩシンク装置ＳＫに転送される。なお、ＤＤＣ信号は、接続されたＨＤＭＩシンク装置
ＳＫが適正な装置であるかどうかの認証や、ＴＭＤＳ信号の暗号化やＴＭＤＳ信号が正し
く伝送されたかどうかの確認に用いる。
【００３１】
　ＨＤＭＩシンク装置ＳＫからのホットプラグ検出信号は、ライン１６を介してＨＤＭＩ
ソース装置ＳＯに転送される。ホットプラグ検出信号は、ＨＤＭＩシンク装置ＳＫが接続
された時に、ＨＤＭＩシンク装置ＳＫからＨＤＭＩソース装置ＳＯに対して送信される信
号である。なお、ホットプラグ検出信号を伝送するためのライン１６には、スイッチ１０
が設けられている。このスイッチ１０は、強制ホットプラグ手段８によって制御される。
【００３２】
　以下、図２を参照して、ＨＤＭＩリピータ装置ＲＰの動作概要を説明する。ＨＤＭＩシ
ンク装置ＳＫが、ＨＤＭＩリピータ装置ＲＰを介して、ＨＤＭＩソース装置ＳＯに接続さ
れると、ＨＤＭＩシンク装置ＳＫは、ホットプラグ検出信号を送信する。平常時、スイッ
チ１０はオンになっているので、ホットプラグ検出信号は、ＨＤＭＩソース装置ＳＯに与
えられる。
【００３３】
　ＨＤＭＩソース装置ＳＯは、これにより、ＨＤＭＩシンク装置ＳＫが接続されたことを
検出し、ＨＤＭＩシンク装置ＳＫが適正な機器であるかどうかの認証（ＨＤＣＰ第１認証
という）を行う。
【００３４】
　次に、ＨＤＭＩソース装置ＳＯは、ＤＤＣ信号を用いて、フレーム毎に暗号化モジュー
ルを生成し、ＴＭＤＳ信号をフレーム毎に暗号化して送信する。また、ＨＤＭＩシンク装
置ＳＫからＤＤＣ信号として返送されてきた暗号化計算値を受信し、これを自らの暗号化
計算値と比較して、ＴＭＤＳ信号が正しく送信されたかどうか、つまり、ＨＤＣＰの保護
状態が継続しているかどうかを定期的に判断する（ＨＤＣＰ第３認証という）。
【００３５】
　たとえば、ＴＭＤＳ信号に歪みがあり、ＨＤＭＩシンク装置ＳＫが正しく受信できなか
った場合には、ＨＤＭＩソース装置ＳＯは、上記ＨＤＣＰ第３認証によってそのような事
態を知ることができる。第３認証においては、映像フレーム毎に計算された値を１２８フ
レームに１回読み取ってチェックされるので、第３認証に失敗した場合、ＴＭＤＳ信号が
劣化した状態でフレーム情報が正しく送られない状況にあると推測できるからである。Ｔ
ＭＤＳ信号が正しく伝送されずＨＤＣＰ第３認証に失敗すると、ＨＤＭＩソース装置ＳＯ
は、ＨＤＣＰ第１認証に遡って再び処理を行う。
【００３６】
　この実施形態では、ＴＭＤＳ信号が劣化していることを、ＨＤＣＰ第３認証の失敗の結
果生じるＨＤＣＰ第１認証を検出することで検知しようとするようにしている。
【００３７】
　ＨＤＭＩケーブルＳＣ1が短いにもかかわらずイコライザ部２による高域ゲインが大き
すぎてＴＭＤＳ信号が劣化している場合や、ＨＤＭＩケーブルＳＣ1が長いにもかかわら
ずイコライザ部２による高域ゲインが足りずＴＭＤＳ信号が劣化している場合には、ＨＤ
ＣＰ第３認証が失敗し、ＨＤＣＰ第１認証が行われる。
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【００３８】
　ＨＤＭＩリピータ装置ＲＰの第１認証判断手段４は、ライン１８のＤＤＣ信号を常時監
視し、ＨＤＣＰ第１認証が行われているか否かを判断する。この実施形態において、第１
認証判断手段４は、ＨＤＣＰ第１認証にのみ用いられるＤＤＣ信号を検出することによっ
て、ＨＤＣＰ第１認証が行われているかどうかを判断する。
【００３９】
　高域ゲイン調整手段６は、ＨＤＣＰ第１認証手段４によってＨＤＣＰ第１認証が行われ
ていると判断すると、イコライザ部２の高域ゲインを変更する。この実施形態では、イコ
ライザ部２の初期高域ゲインを最も大きくしておき、ＨＤＣＰ第１認証が検出される毎に
徐々に高域ゲインを減少させるようにしている。
【００４０】
　なお、この実施形態では、動作の安定化を図るため、高域ゲイン調整手段６によって高
域ゲインが調整されると、強制ホットプラグ手段８が、ＨＤＭＩソース装置ＳＯに対して
強制的にホットプラグ検出信号を与えるようにしている。この時、強制ホットプラグ手段
８は、スイッチ１０をオフにして、強制ホットプラグ検出信号がＨＤＭＩシンク装置ＳＫ
に与えられないようにしている。
【００４１】
　ＨＤＭＩソース装置ＳＯは、ホットプラグ検出信号を受けて、イコライザ部２のゲイン
が変更された状態で、ＨＤＣＰ第１認証からの処理を開始する。
【００４２】
　以上のようにして、ＴＭＤＳ信号が不良であることを検出して、イコライザ部２の高域
ゲインを減少させる。このようにしてイコライザ部２の高域ゲインを減少させても、ＴＭ
ＤＳ信号が不良であれば、ＨＤＣＰ第３認証の失敗を経てＨＤＣＰ第１認証が行われるの
で、これを検出して、再びイコライザ部２の高域ゲインを減少させる。この処理を繰り返
すことにより、自動的に、適切なＴＭＤＳ信号を転送することのできる高域ゲインにイコ
ライザ部２を調整することができる。
【００４３】
1.2ハードウエア構成
　図３に、一実施形態に係るＨＤＭＩリピータ装置ＲＰのハードウエア構成を示す。この
実施形態では、ＨＤＭＩソース装置ＳＯとしてＤＶＤプレイヤ２６、ＨＤＭＩシンク装置
ＳＫとしてモニタ２８が接続されている。ＨＤＭＩリピータ装置ＲＰは、イコライザ部２
、スイッチ１０、ＣＰＵ２０、メモリ２２、キー２４を備えている。メモリ２２には、Ｈ
ＤＭＩリピータプログラム３０が記録されている。
【００４４】
　また、ＨＤＭＩリピータ装置ＲＰには、ＨＤＭＩケーブルＳＣ1（ＳＣ2）からのＴＭＤ
Ｓ信号、ＤＤＣ信号、ホットプラグ検出信号などを伝送するライン１２、１４、１６、１
８が設けられている。また、ＨＤＭＩソース装置ＳＯからＨＤＭＩシンク装置ＳＫに対し
て＋５Ｖを供給するためのライン３２も設けられている。
【００４５】
1.3ＨＤＭＩリピータプログラムの処理
　図４に、ＨＤＭＩリピータプログラム３０のフローチャートを示す。たとえば、ＨＤＭ
Ｉソース装置ＳＯであるＤＶＤプレイヤ２６の電源スイッチが投入されると、＋５Ｖのラ
イン３２が「Ｈ」になる。ＣＰＵ２０は、このライン３２が「Ｈ」になったことを検出し
て、ＨＤＭＩリピータプログラムの処理を開始する。
【００４６】
　まず、ＣＰＵ２０は、スイッチ１０をオンにし、イコライザ部２の高域ゲインを初期値
（ここでは最大）に設定する（ステップＳ１、Ｓ２）。ＨＤＭＩシンク装置ＳＫであるモ
ニタ２８は、ライン３２が「Ｈ」を受けたことに対応して、ライン１６にホットプラグ検
出信号を送信する。つまり、「Ｌ」から「Ｈ」に立ち上がる信号を送信する。これを受け
たＤＶＤプレイヤ２６は、ＨＤＣＰ第１認証の処理を行う。
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【００４７】
　ＣＰＵ２０は、ＨＤＣＰ第１認証が行われているか否かを判断する（ステップＳ３）。
ＨＤＣＰ第１認証においては、モニタ２８が適正な機器であるか否かを判断するため、モ
ニタ２８のＢＫＳＶレジスタからの読出やＡＫＳＶレジスタへの書込が行われる。これら
の読出や書込は、ＤＤＣ信号を伝送するライン１８を用いて行われる。したがって、ＣＰ
Ｕ２０は、ＤＤＣ信号のライン１８を監視し、上記のいずれかのレジスタに対するアクセ
スがあれば、ＨＤＣＰ第１認証が行われていると判断する。
【００４８】
　図５に、ライン１８を介して伝送されるＤＤＣ信号のデータフォーマットを示す。ＣＰ
Ｕ２０は、このフォーマットにしたがって解析を行い、ＨＤＭＩシンク装置アドレスとレ
ジスタアドレスに基づいて、ＢＫＳＶレジスタやＡＫＳＶレジスタにアクセスが行われて
いるかどうかを判断する。ＢＫＳＶレジスタやＡＫＳＶレジスタ等のように、ＨＤＣＰ第
１認証においてのみ用いられるレジスタにアクセスされている場合には、ＨＤＣＰ第１認
証が行われていることを判断することができる。
【００４９】
　ＣＰＵ２０は、上記のようにしてＨＤＣＰ第１認証を検出すると、１回目のＨＤＣＰ第
１認証に対し何も処理を行わない（ステップＳ３）。１回目のＨＤＣＰ第１認証は、ＴＭ
ＤＳ信号が不良でなくとも、必ず行われるものだからである。ＤＶＤプレイヤ２６は、Ｈ
ＤＣＰ第１認証が成功すると、ＨＤＣＰ第３認証を行いながら映像・音声などのＴＭＤＳ
信号をモニタ２８に送信する。この時、ＴＭＤＳ信号は、イコライザ部２によって高域ゲ
インが強調される。
【００５０】
　続いて、ＣＰＵ２０は、ＤＤＣ信号のライン１８の監視を続け、ＨＤＣＰ第１認証が行
われたか否かを判断する（ステップＳ４）。２回目以降のＨＤＣＰ第１認証が行われると
いうことは、ＴＭＤＳ信号に不良がありＨＤＣＰ第３認証が失敗し、その結果としてＨＤ
ＣＰ第１認証が行われたということである。したがって、ＣＰＵ２０は、ステップＳ４に
おいてＨＤＣＰ第１認証を検出すると、イコライザ部２の高域ゲインを減少させる（ステ
ップＳ７）。
【００５１】
　次に、ＣＰＵ２０は、ホットプラグ検出信号のライン１６に設けられているスイッチ１
０をオフにして（ステップＳ８）、ライン１６にホットプラグ検出信号（「Ｌ」から「Ｈ
」に変化する信号）を出力する（ステップＳ９）。なお、ライン１６は、通常「Ｈ」であ
るから、一旦「Ｌ」として、その後「Ｈ」を出力する。
【００５２】
　この時、スイッチ１０をオフにしているので、ＣＰＵ２０によって生成されたホットプ
ラグ検出信号は、ＤＶＤプレイヤ２６にのみ与えられる。モニタ２８には、ホットプラグ
検出信号が与えられないようにして、悪影響を避けるためである。ＣＰＵ２０は、ホット
プラグ検出信号を出力した後、スイッチ１０をオンに戻す（ステップＳ１０）。
【００５３】
　ホットプラグ検出信号を受けたＤＶＤプレイヤ２６は、再びＨＤＣＰ第１認証から始め
て、ＨＤＣＰ第３認証を行いながらＴＭＤＳ信号を送信する。
【００５４】
　なお、上記において、ＣＰＵ２０がホットプラグ信号をＤＶＤプレイヤ２６に与えるよ
うにしているのは、イコライザ部２の高域ゲインを変更したので、モニタ２８などがエラ
ーを生じている可能性もあるため、安全のためＨＤＣＰ第１認証から再スタートするよう
にしたものである。
【００５５】
　その後、ＣＰＵ２０は、再びステップＳ３以下を実行する。つまり、ＨＤＣＰ第１認証
が行われたか否かを検出し、２回目以降のＨＤＣＰ第１認証を検出すると、上記と同様に
してイコライザ部２の高域ゲインを減少させる（ステップＳ７～Ｓ１０）。
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【００５６】
　一方、直前のＨＤＣＰ第１認証が行われてから所定時間が経過しても、次のＨＤＣＰ第
１認証が検出されなければ、ＣＰＵ２０は、その時のイコライザ部２の高域ゲインが適正
であると判断し処理を終了する（ステップＳ５）。
【００５７】
　以上のようにして、ＨＤＭＩリピータＲＰは、イコライザ部２の高域ゲインを適切に調
整することができる。
【００５８】
1.4その他の実施形態
(1)上記実施形態では、ＨＤＭＩソース装置を１つだけ接続することのできるリピータ装
置ＲＰを例として説明した。しかし、複数のＨＤＭＩソース装置を切り換えて接続するこ
とのできるリピータ装置ＲＰについても同様に適用することができる。
【００５９】
(2)また、上記実施形態では、強制ホットプラグ手段８、スイッチ１０を設けることによ
り、確実にＨＤＭＩソース装置ＳＯが第１認証を開始するようにしている。しかし、接続
するＨＤＭＩシンク装置ＳＫの特性によっては、強制ホットプラグ手段８、スイッチ１０
を設けなくともよい。
【００６０】
(3)また、上記実施形態では、イコライザ部２の高域ゲインを初期値を最大値とし、信号
不良があった場合に高域ゲインを徐々に減少させるようにしている。しかし、初期値を最
小値として徐々に高域ゲインを増加させるようにしてもよい。
【００６１】
(4)また、上記実施形態では、ＨＤＣＰ第１認証を１回検出する毎に、高域ゲインを変更
するようにしている。しかし、予め定められた時間内にＨＤＣＰ第１認証が何度生じたか
を検出するようにしてもよい。この場合、たとえば、高域ゲインの強調値を中央値から開
始し、中央値の時のＨＤＣＰ第１認証の回数と、ゲイン変更後のＨＤＣＰ第１認証の回数
とを比較して、回数が減少していればゲイン変更の方向が正しいと判断して、さらにその
方向にゲインを変更する。また、中央値の時のＨＤＣＰ第１認証の回数と、ゲイン変更後
のＨＤＣＰ第１認証の回数とを比較して、回数が増加していればゲイン変更の方向が間違
っていたと判断して、さらにその方向とは反対の方向にゲインを変更する。以後、これを
繰り返し、所定時間内にＨＤＣＰ第１認証が検出されなければ、その時の高域ゲインを用
いる。
【００６２】
　たとえば、高域ゲインを増加させたことにより、ＨＤＣＰ第１認証の回数が増加したの
であれば、前回の高域ゲインよりも減少させた高域ゲインに変更する。また、高域ゲイン
を増加させたことにより、ＨＤＣＰ第１認証の回数が減少したのであれば、今回の高域ゲ
インよりも増加させた高域ゲインに変更する。
【００６３】
(5)上記実施形態では、ＨＤＣＰ第１認証が生じない高域ゲインを記録していない。しか
し、これを記録しておき、次回の接続時にこれを初期値として用いるようにしてもよい。
【００６４】
(6)上記実施形態は、スイッチ１０を設け、強制的にホットプラグ検出信号を出力する場
合には、スイッチ１０をオフにするようにしている。しかし、ＨＤＭＩシンク装置ＳＫに
対する影響が少ないようであれば、スイッチ１０を設けず、強制的にホットプラグ検出信
号を出力するようにしてもよい。
【００６５】
(7)上記に示したその他の実施形態は、第２の実施形態に対しても適用することができる
。
【００６６】
２．第２の実施形態
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2.1概要
　図６に、第２の実施形態によるＨＤＭＩリピータ装置ＲＰの機能ブロック図を示す。こ
の実施形態においては、第１認証判断手段４は、ライン１８のＤＤＣ信号を監視してＨＤ
ＣＰ第１認証が行われることを判断することに加えて、ライン１６を監視し、ＨＤＭＩシ
ンク装置ＳＫがホットプラグ検出信号を出力した場合にもＨＤＣＰ第１認証が行われるこ
とを判断するようにしている。ＴＭＤＳ信号が劣化している場合、ＨＤＭＩシンク装置Ｓ
Ｋの側がこれを判断し、ホットプラグ検出信号を出力する場合があるからである。
【００６７】
　なお、この実施形態において、強制ホットプラグ手段８は、ホットプラグ検出信号の検
出によってＨＤＣＰ第１認証が行われると判断した場合には、強制的にホットプラグ検出
信号を出力することを行わない。ＨＤＭＩシンク装置ＳＫの出力したホットプラグ検出信
号をそのまま用いて処理を進めればよいからである。
【００６８】
2.2ハードウエア構成
　図７に、この実施形態によるＨＤＭＩリピータ装置ＲＰのハードウエア構成を示す。基
本的な構成は第１の実施形態と同様であるが、この実施形態では、切換回路４０によって
ＨＤＭＩソース装置であるＤＶＤプレイヤ２６、・・・ＢＤプレイヤ２７のいずれを接続
するかを切り換えることができるようになっている。なお、切換回路４０は、ユーザから
のキー２４への入力を受けて、ＣＰＵ２０の制御によって切り換えを行う。
【００６９】
2.3ＨＤＭＩリピータプログラムの処理
　図８、図９に、ＨＤＭＩリピータプログラム３０のフローチャートを示す。図４に示す
フローチャートと同じ処理には同じ符号を付している。
【００７０】
　ＣＰＵ２０は、まず、スイッチ１０をオンにし、イコライザ部２の広域ゲインを初期値
に設定する（ステップＳ１、Ｓ２）。ＨＤＭＩシンク装置ＳＫが接続されると、ＨＤＭＩ
シンク装置ＳＫであるモニタ２８は、ライン１６にホットプラグ検出信号を出力する。ま
た、これを受けたＤＶＤプレイヤ２６は、ＨＤＣＰ第１認証を開始する。ＣＰＵ２０は、
ライン１６を監視して上記のホットプラグ検出信号が出たことを検出し（ステップＳ２５
）、ライン１８を監視してＨＤＣＰ第１認証が行われるかどうかを検出する（ステップＳ
３）。
【００７１】
　ＣＰＵ２０は、１回目のホットプラグ検出、１回目のＨＤＣＰ第１認証に対し何も処理
を行わない。１回目のホットプラグ検出、１回目のＨＤＣＰ第１認証は、ＴＭＤＳ信号が
不良でなくとも、必ず行われるものだからである。
【００７２】
　続いて、ＣＰＵ２０は、ライン１６の監視を続け、ホットプラグ検出信号が出されたか
どうかを判断する（ステップＳ３５）。ＴＭＤＳ信号に不良があった場合、モニタ２８が
ホットプラグ検出信号を出すことがある。したがって、ホットプラグ検出信号を見いだし
た場合、ＴＭＤＳ信号に不良があったと判断することができる。
【００７３】
　ホットプラグ検出信号を見いだすと、ＣＰＵ２０は、イコライザ部２の高域ゲインを所
定値だけ減少させ（ステップＳ３６）、ステップＳ３以下を実行する。この場合、モニタ
２８の出したホットプラグ検出信号により、ＤＶＤプレイヤ２６が、ＨＤＣＰ第１認証を
行い、これに成功するとＨＤＣＰ第３認証を行いつつＴＭＤＳ信号の送信を行うことにな
る。つまり、減少された高域ゲインに基づいて、ＴＭＤＳ信号の伝送が行われることにな
る。
【００７４】
　ＣＰＵ２０は、ステップＳ３５において、ホットプラグ検出信号を見いださない場合、
ステップＳ４に進む。ステップＳ４においては、ライン１８を監視し、ＨＤＣＰ第１認証
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が行われるかどうかを判断する。ＨＤＣＰ第１認証が行われたと判断した場合、ＴＭＤＳ
信号に不良があったと判断して、イコライザ部２の高域ゲインを所定値だけ減少させ、強
制的にホットプラグ検出信号を出力する点は、第１の実施形態と同じである。
【００７５】
　直前のホットプラグ検出信号あるいはＨＤＣＰ第１認証が行われてから所定時間が経過
しても、次のホットプラグ検出信号またはＨＤＣＰ第１認証が検出されなければ、ＣＰＵ
２０は、その時のイコライザ部２の高域ゲインが適正であると判断し処理を終了する（ス
テップＳ５）。
【００７６】
　以上のようにして、ＨＤＭＩリピータＲＰは、イコライザ部２の高域ゲインを適切に調
整することができる。
【００７７】
2.4その他の実施形態
(1)上記実施形態では、ＨＤＭＩソース装置ＳＯを切り換えて使用できるＨＤＭＩリピー
タ装置ＲＰを例として説明した。しかし、１つのＨＤＭＩソース装置ＳＯのみを接続する
ことのできるＨＤＭＩリピータ装置ＲＰに対しても適用することができる。
【００７８】
(2)上記実施形態では、ホットプラグ検出信号を見いだした場合には、強制的なホットプ
ラグ検出信号を出力しないようにしている。しかし、この場合においても、強制的にホッ
トプラグ検出信号を出力するようにしてもよい。
【００７９】
(3)上記実施形態では、イコライザの高域ゲインを変更する場合について説明をした。し
かし、周波数特性だけでなく、全体的なゲインを変更する場合、あるいは波形修正などの
特性修正を行う場合にも適用することができる。
【００８０】
(4)上記に示したその他の実施形態は、第１の実施形態に対しても適用することができる
。
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